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伴
う
関
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員
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事
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動
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取
扱
い
に
関
す
る
訓
令 

 

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十

四
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
教

育
委
員
会
組
織
規
則
（
平
成
九
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
に
よ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

機
関
の
職
員
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
っ
て
、
改
正
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
に
よ
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
の
職
員
に
な
る

も
の
と
す
る
。

 
 
 

附 

則

 

こ
の
教
育
委
員
会
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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